
　

当
所
議
員
の
㈱
小
出
ロ
ー
ル
鐵
工
所
の
代
表

取
締
役 

小
出
明
治
氏
が
、
ベ
ン
チ
ャ
ー
精
神
を

発
揮
し
て
新
規
性
や
独
創
性
、
社
会
貢
献
が
高

い
事
業
を
展
開
し
、
会
社
の
今
後
の
成
長
が
期

待
さ
れ
る
と
し
て｢

第
13
回
千
葉
県
ベ
ン
チ
ャ
ー

企
業
経
営
者
表
彰｣

を
受
賞
さ
れ
ま
し
た
。

第
13
回
千
葉
県
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

経
営
者
表
彰

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

「
商
工
習
志
野
」
は
再
生
紙
を
使
用
し
て
い
ま
す
。

こ
の
会
報
は
、
当
所
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
ご
覧
頂
け
ま
す
。

Ｕ
Ｒ
Ｌ
…http://w

w
w
.narashino-cci.or.jp
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マ
ル
ケ
イ
融
資
を
ご
利
用
下
さ
い
﹇
年
利
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で
１
千
万
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で
（
1
月
30
日
現
在
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無
担
保
・
無
保
証
人
﹈

２-10
発行所　習志野商工会議所
発行人　鈴　木　喜代秋
　〒275-0016　習志野市津田沼４-11-14

TEL：047（452）6700
 FAX： 047（452）6744

   ＵＲＬ…http://www.narashino-cci.or.jp
　Ｅメール…key21 ＠ narashino-cci.or.jp

　Vol.263
2009

春
の
選
抜
甲
子
園
出
場
決
定
!!

〜
地
元
経
済
界
も
甲
子
園
で
の
活
躍
を
期
待
〜

　

習
志
野
市
立
習
志
野
高
校
野

球
部
が
、
３
月
21
日
か
ら
開
幕

す
る
第
81
回
選
抜
高
校
野
球
大

会
に
出
場
す
る
こ
と
が
決
定
し

ま
し
た
。昨
秋
の
県
大
会
優
勝
、

関
東
地
区
大
会
準
優
勝
の
実
績

が
評
価
さ
れ
た
も
の
で
、
春
の

選
抜
は
33
年
ぶ
り
３
回
目
の
出

場
に
な
り
ま
す
。

　

春
夏
合
わ
せ
て
合
計
９
回（
う

ち
夏
２
回
優
勝
）
の
甲
子
園
出

場
経
験
を
も
つ
古
豪
復
活
に
、

市
内
も
祝
賀
ム
ー
ド
一
色
に
。

習
志
野
商
工
会
議
所
も
習
志
野

市
商
店
会
連
合
会
及
び
各
商
店

会
と
協
同
し
て
、
市
内
10
ヵ
所

に
横
断
幕
を
設
置
し
ま
し
た
。

商
店
主
か
ら
も
「
経
済
不
況
や

雇
用
不
安
な
ど
を
吹
き
飛
ば
し
、

習
志
野
の
街
を
元
気
に
し
て
ほ

し
い
」
と
期
待
が
高
ま
り
ま
す
。

　

今
回
の
甲
子
園
出
場
は
、
選

手
・
関
係
者
は
も
と
よ
り
、
習

志
野
市
に
関
わ
り
を
持
つ
私
た

ち
に
と
っ
て
も
大
き
な
喜
び
で

す
。習
志
野
商
工
会
議
所
で
も
、

甲
子
園
出
場
に
あ
た
り
、
ス

ポ
ー
ツ
を
通
じ
た
明
る
く
元
気

な
街
づ
く
り
を
さ
ら
に
推
進
す

る
た
め
に
、
全
面
的
に
支
援
し

て
い
き
ま
す
。

  

秋
季
大
会
結
果

★ 

県
大
会　

１
回
戦

　

習
志
野　
１
–
０　
安
房

２
回
戦

　

習
志
野　
10
–
０　
東
海
大
浦
安

３
回
戦

　

習
志
野　
６
–
１　
県
船
橋

　

当
所
議
員
の
ド
コ
モ
シ
ョ
ッ
プ
津
田
沼
店

（
代
表
取
締
役 

布
施
國
雄 

氏
）
が
、
女
性
の
登

用
や
職
域
拡
大
、
仕
事
と
家
庭
の
両
立
支
援
等
、

男
女
が
共
同
し
て
参
画
す
る
こ
と
の
で
き
る
環

境
づ
く
り
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
こ
と

が
評
価
さ
れ
、「
千
葉
県
男
女
共
同
参
画
推
進

事
業
所
表
彰
」
を
受
賞
さ
れ
ま
し
た
。

千
葉
県
男
女
共
同
参
画
推
進
事
業
所
表
彰

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

お
め
で
と
う
、
習
高
野
球
部

 

33
年
ぶ
り
の
春

市
内
全
域
に
横
断
幕
を

掲
げ
祝
福

ス
ポ
ー
ツ
を
通
じ
た
地

域
振
興

祝 春の甲子園出場

準
々
決
勝

　

習
志
野　
５
–
１　
八
千
代
松
蔭

準
決
勝

　

習
志
野　
２
–
１　
市
柏

決
勝

　

習
志
野　
６
–
５　
木
更
津
総
合

★ 

関
東
大
会　

１
回
戦

　

習
志
野　
４
–
３　
日
大
藤
沢

　
　
　
　
　
　
　
　　
（
神
奈
川
）

準
々
決
勝 

　

習
志
野　
８
–
７　
下
妻
二

　
　
　
　
　
　
　　
（
茨
城
）

準
決
勝

　

習
志
野　
２
–
１　
高
崎
商

　
　
　
　
　
　
　　
（
群
馬
）

決
勝

　

慶
応　
９
–
６　
習
志
野

　
（
神
奈
川
）

習
志
野
高
校
の
「
甲
子
園
出
場
」
に
係
る

寄
付
に
つ
い
て
の
お
願
い

　昨年 12 月 12 日に与党が決定した平成 21 年
度税制改正大網で、商工会議所が昭和 39年以来
要望し続けてきた、中小企業の悲願である事業
承継税制の抜本拡充が盛り込まれました。取引相
場のない株式等に係る相続税の 80％納税猶予制
度の創設については、本年の通常国会での関連法
案成立の後、昨年 10月１日以後の相続にさかの
ぼって適用されることが決まりました。加えて、
事業承継の更なる円滑化に向けて、新たに、贈与
税に係る 100％納税猶予制度が創設されるなど
の措置も講じられました。さらに、中小企業の法
人税の軽減税率を22％から 18％に２年間引き下
げることや、中小企業の欠損金の繰戻し還付を平
成 20年度から前倒しで復活することなども付加
してあります。詳細については日本商工会議所の
ホームページをご覧ください。

平成 21年度税制改正のポイント
◆事業承継税制の抜本的拡充
◆企業の競争力・成長力の強化
◆地域経済の活性化
◆経済社会の変化への対応
　日本商工会議所ホームページ
→ http://www.jcci.or.jp/zeisei/index.html

40 年来の要望が実現
事業承継税制が抜本拡充
【会議所ニュース（日商）から抜粋】

　

景
気
厳
し
き
折
か
ら
誠
に
恐
縮
に
存
じ
ま
す
が
、
選
手
の
健
闘
を

祈
っ
て
、
特
段
の
ご
協
力
を
賜
り
た
く
お
願
い
申
し
あ
げ
ま
す
。
な

お
、
ご
寄
付
を
い
た
だ
け
る
方
に
は
恐
縮
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
左
記

の
要
領
に
て
お
振
込
み
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
、
重
ね
て
ご
協
力
方
お

願
い
申
し
あ
げ
ま
す
。

１
．
振
込
方
法

◎
銀
行
等
か
ら
の
振
込
み

　

① 

千
葉
銀
行
津
田
沼
支
店
（
普
）
１
１
９
１
２
９
９

　

② 

京
葉
銀
行
実
籾
支
店
（
普
）
４
３
２
３
９
１
１

　

③ 

千
葉
興
業
銀
行
習
志
野
支
店
（
普
）
５
２
９
９
７
４
１

　

④ 

千
葉
信
用
金
庫
津
田
沼
支
店
（
普
）
１
７
５

　
　

い
ず
れ
の
銀
行
も
口
座
名
義
は
左
記
の
と
お
り
で
す
。

　

習
志
野
商
工
会
議
所 

会
頭  

鈴
木　

喜
代
秋

　
（
ナ
ラ
シ
ノ
シ
ョ
ウ
コ
ウ
カ
イ
ギ
シ
ョ　

カ
イ
ト
ウ　

ス
ズ
キ　

キ
ヨ
ア
キ
）

　

・
振
込
手
数
料
を
差
し
引
い
て
い
た
だ
い
て
結
構
で
す
。

　

・
領
収
書
は
銀
行
等
発
行
の
振
込
金
受
領
書
を
も
っ
て
代
え
さ
せ

　
　

て
い
た
だ
き
ま
す
。

◎
郵
便
局
か
ら
の
振
込
み

　

口
座
番
号
０
０
１
５
０
–
２
–
５
８
４
１
１
２　

習
志
野
商
工
会
議
所

　

・
窓
口
で
加
入
者
負
担
用
の
払
込
取
扱
票
を
ご
利
用
下
さ
い
。

２
．
期　

限

　

２
月
末
日
頃
を
目
途
に
お
願
い
し
ま
す
。

３
．
そ
の
他

　

商
工
会
議
所
を
通
じ
て
ご
寄
付
を
い
た
だ
い
た
事
業
所
に
つ
き

ま
し
て
は
、
芳
名
帳
（
協
力
企
業
一
覧
表
）
を
作
成
し
て
、
習
志

野
高
校
に
届
け
ま
す
。

※
連
絡
先　

習
志
野
商
工
会
議
所 

経
営
室　

担
当
（
橋
本
、
山
本
千
草
）

　

℡
：
０
４
７
（
４
５
２
）
６
７
０
０
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⑴
融
資
審
査
の
迅
速
化
に
向
け

　

た
対
応

【
回　

答
】
本
市
中
小
企
業
資
金
融

資
制
度
で
は
、
本
年
度
よ
り
融
資
運

営
委
員
会
で
の
審
査
が
必
要
と
な
る

申
込
金
額
を
１
，
０
０
０
万
円
か
ら

１
，
２
５
０
万
円
を
超
え
る
も
の
と

改
正
い
た
し
ま
し
た
。

　

本
融
資
制
度
は
融
資
実
行
後
に
利

子
の
一
部
を
補
助
す
る
利
子
補
給
、

ま
た
、
融
資
先
事
業
者
が
返
済
困
難

に
な
っ
た
場
合
に
は
信
用
保
証
協
会

が
代
位
弁
済
し
た
一
部
を
市
が
損
失

補
償
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
融
資
実
行
に
は
厳
正
な
審
査

が
必
要
で
あ
る
た
め
融
資
運
営
委
員

会
で
の
審
査
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
り
ま
す
。

　

融
資
の
決
定
に
つ
き
ま
し
て
は
、
迅

速
な
審
査
に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
り
ま
す
が
、
融
資
運
営
委
員
会
の
審

査
が
必
要
な
案
件
に
つ
き
ま
し
て
は
、

可
能
な
限
り
委
員
会
の
開
催
等
を
は

じ
め
、
審
査
・
決
定
の
迅
速
化
に
努
め

て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

⑵
制
度
融
資
事
務
の
委
託
に
よ
る

　

ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
サ
ー
ビ
ス
化

【
回　

答
】
総
合
的
に
経
営
改
善
、
金

融
相
談
を
す
る
体
制
に
つ
い
て
は
、

市
と
し
て
も
実
施
主
体
と
な
る
貴
所

を
支
援
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
充
実
を

図
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
本
市
の
中
小
企
業
資
金

融
資
制
度
は
、
条
例
に
基
づ
く
も
の

で
あ
り
、
利
子
補
給
に
つ
き
ま
し
て

は
、
市
民
の
税
金
に
よ
り
行
っ
て
い

る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　

現
状
で
は
、
制
度
融
資
の
受
付
後

の
市
税
の
納
税
状
況
の
他
、
金
融
機

関
と
の
調
整
等
の
課
題
が
あ
る
状

況
で
あ
り
ま
す
。

　

ご
要
望
に
あ
り
ま
す
制
度
融
資
の

斡
旋
と
経
営
指
導
の
一
体
型
総
合
窓

口
を
設
置
す
る
こ
と
に
つ
き
ま
し
て

は
、
中
小
企
業
者
に
と
っ
て
は
有
益

な
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
の

で
、
今
後
、
ど
の
よ
う
な
事
務
委
託

が
可
能
な
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、

調
査
・
研
究
を
し
て
ま
い
り
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。

⑶
事
業
承
継
の
円
滑
化
に
向
け
た

　

支
援

【
回　

答
】
経
営
者
の
高
齢
化
等
に
伴

う
事
業
承
継
に
つ
い
て
は
、
重
要
な

課
題
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

事
業
承
継
に
係
る
制
度
融
資
の
導

入
に
つ
き
ま
し
て
、
千
葉
県
信
用
保

証
協
会
に
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
県
内

の
市
町
村
で
、
現
在
、
事
業
承
継
に

つ
い
て
の
資
金
を
導
入
、
ま
た
は
、

導
入
予
定
を
し
て
い
る
市
町
村
は
な

い
状
況
と
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
千
葉
県
信
用
保
証
協
会

に
お
い
て
、
事
業
承
継
に
つ
い
て
の

保
証
を
導
入
す
る
こ
と
も
聞
い
て

お
り
ま
す
の
で
、
本
市
に
お
き
ま
し

て
も
、
事
業
承
継
資
金
の
導
入
に
つ

い
て
調
査
・
研
究
を
し
て
ま
い
り
た

い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
、
セ
ミ
ナ
ー
の
開
催
や
相

談
窓
口
の
設
置
等
に
つ
き
ま
し
て

は
、
貴
所
と
の
連
携
を
密
に
し
な

が
ら
、
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
と

考
え
て
お
り
ま
す
。

習
志
野
市
長
へ
の
要
望

に
対
す
る
回
答
（
原
文
）

習
志
野
商
工
会
議
所
か
ら

　

当
所
が
昨
年
、
習
志
野
市
長
に
行
っ
た
「
地
域
力
の

強
化
」
に
関
す
る
要
望
の
回
答
を
２
回
に
分
け
て
ご
紹

介
し
ま
す
。
こ
れ
ら
の
要
望
は
当
所
が
、
複
数
年
を
か

け
て
取
り
組
み
、
今
後
も
取
り
組
ん
で
い
く
事
業
に
対

す
る
要
望
で
あ
る
た
め
、
次
年
度
事
業
に
対
し
て
も
大

き
く
反
映
さ
れ
る
内
容
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
３

月
に
開
催
す
る
移
動
商
工
会
議
所
や
部
会
に
寄
せ
ら
れ

る
会
員
の
方
々
か
ら
の
声
を
取
り
ま
と
め
、
行
政
に
要

望
し
て
ま
い
り
ま
す
。

利
用
者
の
立
場
に
立
っ
た

　
　
　
　

制
度
融
資
環
境
整
備

要
望 

①

買
い
物
客
の
立
場
に

　
　
　

立
っ
た
商
業
環
境
整
備

要
望 

②

⑴
快
適
な
商
業
環
境
の
た
め
の
自

　
転
車
対
策
及
び
津
田
沼
公
園
整
備

【
回　

答
】
現
在
、
本
市
で
は
、
バ
リ

ア
フ
リ
ー
化
及
び
都
市
環
境
美
化
の

推
進
を
図
る
た
め
、
こ
れ
ま
で
歩
道

上
な
ど
に
暫
定
設
置
し
て
き
た
自
転

車
等
駐
車
場
は
、
で
き
る
と
こ
ろ
か

ら
移
設
又
は
廃
止
し
て
い
ま
す
。
平

成
19
年
度
は
JR
津
田
沼
駅
南
口
、
本

年
度
は
京
成
津
田
沼
駅
南
口
を
予
定

す
る
な
ど
の
実
績
を
あ
げ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
ご
要
望
の
あ
り
ま

し
た
JR
津
田
沼
駅
北
口
に
つ
き
ま
し

て
は
、
以
下
に
掲
げ
る
特
徴
が
あ
る

た
め
、「
歩
道
以
外
の
場
所
に
一
時

利
用
自
転
車
駐
車
場
の
設
置
」
な
ど

の
再
編
整
備
は
極
め
て
困
難
で
あ
り

ま
す
。
当
面
は
、
南
口
と
併
せ
て
放

置
防
止
対
策
等
を
講
じ
て
ま
い
り
ま

す
の
で
、
ご
理
解
の
ほ
ど
、
よ
ろ
し

く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

①
船
橋
市
と
二
分
さ
れ
て
い
る
こ

と
、
す
で
に
開
発
が
終
わ
っ
て
い

る
こ
と
な
ど
か
ら
、
駐
車
場
に
供

す
る
こ
と
の
で
き
る
用
地
が
確
保

で
き
な
い
。

②
主
た
る
原
因
者
で
あ
る
鉄
道
事
業

者
の
協
力
が
得
ら
れ
な
い
。

③
駐
車
場
利
用
者
の
多
く
が
船
橋
市

民
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
市
単
独

で
の
取
り
組
み
に
は
問
題
が
あ
る
。

（
船
橋
市
と
協
議
中
）

④
来
客
用
以
外
の
民
間
駐
車
場
が
あ

る
。（
１
施
設
）

　

ま
た
、
津
田
沼
公
園
は
本
市
の
表

玄
関
で
あ
る
JR
津
田
沼
駅
南
口
に
隣

接
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
今
ま
で
に
、

通
勤
・
通
学
者
な
ど
の
自
転
車
・
オ
ー

ト
バ
イ
な
ど
の
乗
り
入
れ
を
防
止
す

る
為
に
車
止
め
の
増
設
や
ム
ク
ド
リ

の
糞
害
対
策
、
定
期
的
な
樹
木
の
剪

定
、
フ
ェ
ン
ス
や
排
水
施
設
な
ど
の

修
繕
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
要
望
さ
れ
て
お
り
ま
す

高
齢
者
や
ベ
ビ
ー
カ
ー
を
使
用
す

る
買
い
物
客
の
移
動
の
利
便
性
に

つ
い
て
で
あ
り
ま
す
が
、
駒
止
め

形
の
車
止
め
を
増
設
す
る
以
前
は
、

毎
日
約
２
０
０
台
強
の
自
転
車
や

オ
ー
ト
バ
イ
が
公
園
内
に
不
法
に

駐
輪
さ
れ
、
買
物
客
や
公
園
利
用
者

に
支
障
を
き
た
し
て
い
る
状
況
で

あ
り
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
公

園
の
３
ヵ
所
の
出
入
口
に
設
置
し

て
あ
る
駒
止
め
形
の
車
止
め
を
は

ず
す
こ
と
と
な
り
ま
す
と
、
買
物
客

や
高
齢
者
な
ど
の
利
用
に
は
好
ま

し
い
反
面
、
自
転
車
や
オ
ー
ト
バ
イ

の
駐
輪
対
策
が
必
要
と
な
る
こ
と

か
ら
現
状
通
り
の
利
用
形
態
を
考

え
て
お
り
ま
す
の
で
、
何
と
ぞ
御
理

解
を
賜
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

⑵
JR
津
田
沼
駅
周
辺
の
交
通
渋
滞

　

対
策

【
回　

答
】
JR
津
田
沼
駅
南
口
地
区
は
、

本
市
表
玄
関
口
と
し
て
魅
力
あ
る
広
域

拠
点
づ
く
り
と
な
る
よ
う
土
地
区
画
整

理
事
業
を
行
い
な
が
ら
、
中
心
市
街
地

と
し
て
の
拡
充
化
に
努
め
て
お
り
ま

す
。
当
該
事
業
の
整
備
に
よ
り
良
好
な

都
市
基
盤
を
形
成
し
、
広
域
的
な
拠
点

性
の
高
い
商
業
、
業
務
等
の
集
積
を
図

る
と
と
も
に
、
住
宅
地
と
複
合
し
た
市

街
地
を
配
置
す
る
等
、
駅
前
立
地
を
活

か
し
た
土
地
活
用
を
推
進
し
て
い
く
こ

と
で
、
街
の
活
性
化
が
創
出
さ
れ
る
も

の
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

南
北
ア
ク
セ
ス
の
確
保
に
つ
い

て
で
す
が
、
JR
津
田
沼
駅
周
辺
地
区

は
習
志
野
市
と
船
橋
市
の
行
政
界

に
位
置
し
て
お
り
、
市
街
地
形
成

が
既
に
出
来
上
が
っ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
鉄
道
軌
道
を
越
え
る
道
路
計

画
を
新
た
に
策
定
し
、
整
備
す
る
こ

と
は
非
常
に
困
難
な
状
況
に
あ
り
ま

す
。
道
路
計
画
上
に
お
い
て
は
、
県

道
船
橋
我
孫
子
線
と
都
市
計
画
道
路

３
・
３
・
２
号
線
を
結
ぶ
都
市
計
画
道

路
３
・
４
・
８
号
線
を
整
備
す
る
こ
と

で
、
駅
の
南
北
に
連
絡
す
る
こ
と
の

出
来
る
幹
線
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
充
実

が
図
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
現
在
は
土

地
区
画
整
理
事
業
区
域
内
区
間
の
整

備
を
進
め
る
と
と
も
に
、
区
域
外
に

つ
い
て
も
事
業
の
進
捗
に
合
わ
せ
て

整
備
の
検
討
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
で

す
。
ま
た
、
駅
前
広
場
に
つ
い
て
は
、

交
通
バ
リ
ア
フ
リ
ー
基
本
構
想
に
基

づ
き
、
JR
津
田
沼
駅
構
内
と
接
続
す

る
南
北
の
ペ
デ
ス
ト
リ
ア
ン
・
デ
ッ

キ
の
改
修
を
今
年
度
よ
り
実
施
し
、

駅
周
辺
部
に
お
い
て
、
誰
に
で
も
優

し
い
快
適
な
歩
行
空
間
が
確
保
で
き

る
よ
う
、
利
便
性
の
向
上
を
図
っ
て

ま
い
り
ま
す
。
JR
津
田
沼
駅
南
口
地

区
に
お
け
る
地
域
環
境
の
変
化
に
伴

う
交
通
需
要
へ
の
対
応
に
つ
き
ま
し

て
は
、
現
況
を
把
握
す
る
と
と
も
に
、

土
地
区
画
整
理
事
業
の
進
捗
な
ら
び

に
周
辺
土
地
利
用
の
状
況
を
見
て
、

今
後
、
検
討
を
図
っ
て
ま
い
り
た
い

と
考
え
て
お
り
ま
す
。
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⑶
商
店
街
老
朽
化
施
設
の
撤
去
及

　

び
改
修
に
対
す
る
支
援

【
回　

答
】
京
成
津
田
沼
駅
周
辺
を

は
じ
め
と
す
る
、
商
店
街
の
老
朽
化

す
る
施
設
の
撤
去
及
び
改
修
に
つ
き

ま
し
て
は
、
商
店
街
の
活
性
化
策
を

検
討
す
る
な
か
で
行
わ
れ
る
も
の
と

考
え
て
お
り
ま
す
。

　

本
市
の
現
行
補
助
制
度
は
、
商
店

街
共
同
施
設
整
備
事
業
に
お
い
て
、

地
域
特
性
を
活
か
し
た
景
観
整
備
に

資
す
る
施
設
を
、
新
た
に
整
備
す
る

た
め
の
費
用
へ
の
補
助
で
あ
り
、
改

修
又
は
、
撤
去
に
要
す
る
費
用
の
補

助
制
度
は
な
い
状
況
で
あ
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
商
店
街
の
買
物
環
境
整

備
及
び
駅
前
の
賑
わ
い
の
イ
メ
ー
ジ

形
成
は
重
要
で
あ
り
ま
す
の
で
、
本

年
度
実
施
い
た
し
ま
す
商
業
動
向
調

査
を
も
と
に
、
実
態
を
調
査
分
析
し
、

専
門
家
を
交
え
、
ど
の
よ
う
な
商
店

街
活
性
化
策
を
も
っ
て
老
朽
化
施
設

に
取
組
ん
で
い
く
か
に
つ
い
て
、
商

店
街
の
方
々
と
協
議
し
て
ま
い
り
た

い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
、
市
民
の
安
全
及
び
歩
行
環

境
確
保
の
観
点
よ
り
、
関
係
す
る
機

関
と
の
協
議
を
行
い
、
対
応
等
の
検

討
を
し
て
ま
い
り
ま
す
。

⑷
安
全
、
清
潔
で
快
適
な
ま
ち
づ

　

く
り
に
対
す
る
取
り
組
み

【
回　

答
】
平
成
20
年
度
に
つ
い
て

は
、
さ
ら
な
る
取
組
み
と
し
て
、「
歩

き
タ
バ
コ
・
ポ
イ
捨
て
」
防
止
に
向

け
、
７
月
１
日
よ
り
本
市
で
最
も
人

通
り
の
多
い
、
JR
津
田
沼
駅
周
辺
３

箇
所
に
喫
煙
ス
ペ
ー
ス
を
試
行
的
に

設
置
し
、
分
煙
化
に
努
め
る
と
共
に

マ
ナ
ー
向
上
を
図
る
啓
発
看
板
の
設

置
を
い
た
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
設
置
後
の
喫
煙
マ
ナ
ー
等

に
つ
い
て
の
実
態
調
査
を
来
年
３
月

ま
で
実
施
し
ま
す
。

　

さ
ら
に
10
月
下
旬
に
は
、
市
内
各

駅
で
の
「
歩
き
タ
バ
コ
・
ポ
イ
捨
て
」

防
止
等
に
向
け
、
地
域
及
び
商
店
会

の
方
々
と
共
に
街
頭
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

を
実
施
い
た
し
ま
す
。

　

な
お
、
こ
の
他
に
は
、
町
会
、
自

治
会
、
商
店
会
、
事
業
者
等
、
地
元

住
民
の
方
々
が
主
体
と
な
っ
て
取
組

ん
で
い
ま
す
歩
き
タ
バ
コ
・
ポ
イ
捨

て
防
止
の
た
め
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に

対
し
啓
発
用
品
等
の
支
援
を
随
時
さ

せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

　

本
市
で
は
、
条
例
制
定
の
際
、
こ

の
問
題
が
あ
く
ま
で
も
個
人
の
マ

ナ
ー
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
た
め
、

行
政
の
立
場
と
い
た
し
ま
し
て
は
、

で
き
る
限
り
罰
則
に
頼
る
こ
と
な

く
、
市
民
と
の
信
頼
関
係
を
構
築
し
、

社
会
の
ル
ー
ル
と
し
て
、
市
民
と
の

協
働
に
よ
り
目
的
を
達
成
さ
せ
る
べ

き
と
考
え
た
経
緯
が
あ
り
ま
す
。

　

従
い
ま
し
て
、
今
年
度
の
啓
発
に

か
か
る
様
々
な
取
組
み
の
効
果
を
検

証
し
、
効
果
が
確
認
出
来
な
い
場
合

に
は
、
罰
則
規
定
導
入
を
検
討
し
て

参
り
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

⑸
地
域
密
着
型
商
店
街
創
造
の
た

　

め
の
支
援

【
回　

答
】
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ビ
ジ

ネ
ス
に
対
し
ま
し
て
は
、
本
市
と
い

た
し
ま
し
て
も
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

機
能
の
強
化
及
び
商
店
街
活
性
化
を

図
る
も
の
と
し
て
、
非
常
に
効
果
的

で
あ
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

本
市
の
取
組
み
と
し
て
、
本
年
度

よ
り
３
か
年
の
事
業
と
し
て
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
ビ
ジ
ネ
ス
推
進
事
業
に
取
組

ん
で
ま
い
り
ま
す
。

　

１
年
目
の
今
年
度
は
、
本
市
に
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ビ
ジ
ネ
ス
を
浸
透
さ

せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
講
演
会

を
３
回
開
催
す
る
予
定
で
あ
り
ま
す
。

　

平
成
21
年
度
に
つ
き
ま
し
て
は
、
起

業
を
考
え
て
い
る
市
民
の
方
々
や
Ｎ
Ｐ

Ｏ
等
、
共
通
認
識
を
も
っ
た
方
々
の
グ

ル
ー
プ
化
の
促
進
を
目
的
と
し
て
、
起

業
塾
や
交
流
会
の
開
催
を
予
定
し
て
お

り
、
最
終
年
の
平
成
22
年
度
に
は
、
交

流
会
や
プ
ラ
ン
発
表
会
等
を
開
催
し
、

実
際
の
起
業
に
対
す
る
支
援
を
行
っ
て

い
く
予
定
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

本
事
業
を
取
組
む
な
か
で
、
地
域

住
民
が
参
加
で
き
る
仕
組
み
を
つ
く

り
、
商
店
街
と
連
携
す
る
な
か
で
、

Ｎ
Ｐ
Ｏ
及
び
人
材
の
育
成
を
図
っ
て

ま
い
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

（
以
下
３
月
号
で
ご
紹
介
）

　

平
成
21
年
５
月
21
日
の
「
裁
判
員
制
度
」
ス
タ
ー
ト
に

む
け
て
、
昨
年
の
11
月
下
旬
以
降
に
「
裁
判
員
候
補
者
名

簿
記
載
通
知
」
が
届
い
て
い
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
と

思
い
ま
す
。
本
紙
１
月
号
で
は
、「
裁
判
員
制
度
」
に
つ
い

て
、
実
際
に
候
補
者
に
選
ば
れ
て
か
ら
裁
判
に
出
て
判
決

に
立
ち
会
う
ま
で
の
流
れ
を
掲
載
し
ま
し
た
が
、
今
回
は
、

企
業
と
し
て
必
要
な
準
備
事
項
や
、
経
営
者
の
立
場
と
し

て
み
て
考
え
ら
れ
る
疑
問
点
な
ど
に
つ
い
て
掲
載
し
ま
し

た
の
で
、
今
後
従
業
員
等
が
裁
判
員
に
選
ば
れ
る
な
ど
を

し
た
際
の
参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。

企
業
と
し
て
必
要
な
準
備

  
社
内
体
制
の
整
備

　

従
業
員
が
裁
判
員
候
補
者
通
知

を
受
け
た
場
合
、
そ
の
こ
と
を
上

司
に
報
告
し
、
仕
事
の
調
整
や
休

暇
の
扱
い
な
ど
を
相
談
で
き
る
よ

う
、
研
修
等
の
機
会
を
設
け
て
組

織
と
し
て
受
け
入
れ
体
制
を
整
え

て
お
く
こ
と
が
必
要
で
す
。

　

裁
判
員
候
補
者
に
選
ば
れ
た
こ

と
を
好
ま
な
い
方
が
い
る
だ
け
で

な
く
、
法
律
で
も
裁
判
員
制
度
に

任
命
さ
れ
た
個
人
を
特
定
で
き
る

情
報
を｢

公
表｣

し
て
は
な
ら
な

い
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
そ
う
し

た
こ
と
に
も
配
慮
、
報
告
・
連
絡
・

相
談
の
手
順
を
定
め
て
お
き
ま

し
ょ
う
。
ま
た
、
休
暇
の
取
り
扱

い
と
も
関
係
し
て
き
ま
す
の
で
、

裁
判
員
選
任
手
続
き
や
裁
判
の
終

了
時
な
ど
に
も
、
適
宜
報
告
を
入

れ
る
よ
う
に
周
知
し
て
お
き
た
い

も
の
で
す
。

　  

就
業
規
則
の
見
直
し

　

ま
た
、
裁
判
員
の
仕
事
に
対
し

て
は
必
要
な
休
暇
を
与
え
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
の
で
、
就
業
規
則

に
お
け
る
休
暇
の
規
定
に
つ
い

て
、
現
行
の
ま
ま
で
支
障
が
な
い

か
の
確
認
も
必
要
で
す
。

　

年
次
有
給
休
暇
か
ら
取
得
す

る
よ
う
に
設
定
す
る
場
合
に
は
、

特
に
規
定
を
変
更
す
る
必
要
は

な
い
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
有
休

の
日
数
が
不
足
し
た
際
に
欠
勤

扱
い
に
な
ら
な
い
よ
う
配
慮
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

特
別
休
暇
扱
い
と
す
る
場
合

も
、｢
公
の
職
務｣

で
の
休
暇
取

得
が
、
す
で
に
規
則
に
う
た
っ
て

あ
れ
ば
、
同
様
に
規
則
の
変
更
は

不
要
で
す
。（
有
給
・
無
給
も
そ
の

規
則
に
従
う
こ
と
に
な
り
ま
す
）

　

裁
判
員
選
任
手
続
き
に
呼
び
出

さ
れ
た
場
合
に
は
、
本
人
の
意
思

に
関
わ
り
な
く
休
暇
を
取
得
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
し
、
休
暇
を

要
す
る
期
間
も
事
前
に
確
定
は
出

来
ま
せ
ん
。
こ
う
し
た
事
情
や
、

公
共
性
・
社
会
性
の
高
さ
を
考
慮

し
、｢

裁
判
員
等
の
た
め
の
休
暇｣

と
し
て
、
特
別
な
有
給
休
暇
制
度

を
導
入
し
た
企
業
も
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
裁
判
員
候
補
者
通
知
を

受
け
た
場
合
、
速
や
か
に
会
社
に

申
し
出
る
旨
も
就
業
規
則
に
規
定

し
て
お
い
た
ほ
う
が
対
応
を
迷
わ

ず
に
す
み
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
兼
業
禁
止
規
定
が
あ

れ
ば
、
そ
の
点
に
つ
い
て
も
、
裁

判
員
は
抵
触
し
な
い
旨
の
申
し
合

わ
せ
や
明
示
を
行
っ
て
お
い
た
方

が
よ
い
で
し
ょ
う
。

　  

業
務
の
見
直
し

　

人
員
の
限
ら
れ
た
中
小
企
業
で

は
、
一
人
が
抜
け
る
だ
け
で
も
厳

し
い
と
い
う
企
業
も
多
い
こ
と
と

思
い
ま
す
。
し
か
し
、
い
つ
、
誰

が
裁
判
員
に
選
ば
れ
る
か
は
分
か

り
ま
せ
ん
。
調
査
票
や
質
問
表
な

ど
で
事
情
が
考
慮
さ
れ
ま
す
が
、

基
本
的
に
は
裁
判
員
の
辞
退
は
で

き
な
い
も
の
と
想
定
し
、
誰
が
選

ば
れ
て
も
業
務
に
支
障
の
な
い
よ

う
に
準
備
を
し
て
お
く
方
が
よ
い

で
し
ょ
う
。

　

こ
の
機
会
に
各
人
の
業
務
の
棚

卸
を
し
て
み
る
の
も
良
い
と
思
い

ま
す
。
一
日
、
一
週
間
、
一
月
、

年
間
と
分
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
動

き
を
洗
い
出
し
、
出
来
れ
ば
マ

ニ
ュ
ア
ル
化
し
て
、
全
社
員
で
共

有
で
き
る
よ
う
に
し
て
お
く
と
便

利
で
す
。

　

そ
う
す
れ
ば
、
個
人
と
し
て
は
、

裁
判
所
に
提
出
す
る
調
査
票
や
質

問
表
に
、
よ
り
具
体
的
な
状
況
や

事
情
を
回
答
す
る
こ
と
が
可
能
に

な
り
、
無
理
な
時
期
に
呼
び
出
し

を
受
け
る
こ
と
を
防
ぐ
こ
と
が
出

来
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
し
、
仕
事

の
肩
代
わ
り
を
お
願
い
す
る
際
に

も
、
引
継
ぎ
が
や
り
や
す
く
な
る

で
し
ょ
う
。
ま
た
、
組
織
全
体
と

し
て
は
、
人
や
部
署
ご
と
の
業
務

の
繁
閑
が
把
握
で
き
、
い
ざ
従
業

員
か
ら
報
告
を
受
け
た
と
き
に
、

仕
事
の
調
整
や
引
継
ぎ
、
代
替
要

員
の
確
保
等
の
支
持
を
ス
ム
ー
ズ

に
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

裁
判
員
制
度

平
成
21
年
５
月
21
日
ス
タ
ー
ト

経
営
者
の
た
め
の

裁
判
員
制
度

チーバくん

ゆめ半島千葉国体・ゆめ半島千葉大会イメージソング
「カルナヴァルCARNAVAL～すべての戦う人たちへ～」
　この曲は、千葉県ゆかりのアーティスト、中村正人氏がメンバーである
「DREAMS COME TRUE（ドリームズ カム トゥルー）」が制作したものです。
　このイメージソングを活用し、大会を盛り上げていきますので皆さんご
期待下さい。

曲名／

作詩／吉田美和　作曲／中村正人　編曲／中村正人
歌唱／DREAMS COME TRUE
1989 年 3月デビュー。以降、数々のヒット曲を世
に送り出している、日本を代表するポップバンド。
メンバーの中村正人氏は、市川市立第一中学校、県
立国府台高校出身で、千葉に住んでいた頃に音楽を
始めた。

習志野市実行委員会のホームページ公開中！ http://kokutai-narashino.jp/
問合せ　ゆめ半島千葉国体習志野市実行委員会事務局
　　　　TEL：047（453）1855　FAX：047（453）1825
　　　　※千葉工業大学の協力の下、制作・運営しています
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時代の風を切れ、習志野商工会議所！事起こし、地域の未来づくりにチャレンジ！！

ポ
イ
ン
ト
①　

事
前
準
備

【
帳
簿
の
確
認
】

　

取
引
の
記
帳
漏
れ
や
誤
り

が
無
い
か
等
の
記
帳
内
容
を

確
認
し
ま
す
（
領
収
書
や
請

求
書
等
の
証
憑
類
と
照
合
）

【
現
金
・
預
貯
金
等
の

残
高
の
確
認
】

　

手
元
現
金
残
高
・
預
貯
金

等
の
通
帳
残
高
が
帳
簿
残
高

と
一
致
し
て
い
る
か
を
確
認

し
ま
す
。

【
固
定
資
産
の
増
減
】

　

新
規
で
取
得
し
た
資
産
や
改

造
・
改
装
、
売
却
や
廃
棄
処
分

し
た
資
産
が
あ
っ
た
場
合
に
固

定
資
産
台
帳
に
記
帳
し
ま
す
。

ポ
イ
ン
ト
②　

決
算
整
理

【
商
品
等
の
棚
卸
し
】

　

12
月
31
日
に
残
っ
た
棚
卸

資
産
の
在
庫
数
を
実
地
に
調

べ
ま
す
。

【
棚
卸
資
産
の
評
価
】

　

在
庫
数
が
確
定
し
た
ら
評
価

額
を
算
出
し
ま
す
。
評
価
方
法

を
税
務
署
に
届
け
出
て
い
る
方

法（
先
入
先
出
法
、後
入
先
出
法
、

総
平
均
法
、
売
価
還
元
法
な
ど
）

に
よ
っ
て
評
価
し
ま
す
が
、
評

価
方
法
を
届
け
出
て
い
な
い
場

合
は
、
最
終
仕
入
原
価
法
（
今

年
最
後
の
仕
入
時
の
単
価
で
評

価
）
に
よ
り
評
価
し
ま
す
。

【
売
掛
金
】

　

本
年
中
に
売
上
げ
代
金
が

未
回
収
の
も
の
は
、
本
年
分

の
収
入
金
額
に
な
り
ま
す
。

【
家
事
消
費
】

　

事
業
用
の
棚
卸
資
産
を
家

事
の
た
め
に
消
費
し
た
り
、
贈

与
し
た
場
合
も
収
入
金
額
に

含
め
ま
す
。
収
入
金
額
に
計

上
す
る
金
額
に
よ
り
ま
す
が
、

仕
入
れ
価
格
（
仕
入
れ
価
格

が
通
常
の
販
売
価
格
の
70
％

の
金
額
よ
り
も
低
い
と
き
は

通
常
の
販
売
価
格
の
70
％
の

金
額
）
で
収
入
金
額
を
計
算

し
て
も
差
し
支
え
あ
り
ま
ん
。

（
た
だ
し
、
仕
入
価
格
が
通
常

の
販
売
価
格
の
70
％
よ
り
低

い
場
合
は
、
通
常
の
販
売
価

格
の
70
％
）

【
雑
収
入
】

　

仕
入
値
引
、
リ
ベ
ー
ト
、

事
業
上
貸
し
付
け
た
貸
付
金

の
利
子
な
ど
事
業
に
伴
っ
て

生
ず
る
収
入
は
、
雑
収
入
と

し
て
収
入
金
額
に
な
り
ま
す
。

【
買
掛
金
】

　

本
年
中
に
掛
け
な
ど
に
よ
り

仕
入
れ
て
、
ま
だ
代
金
の
支
払

を
し
て
い
な
い
も
の
も
本
年
分

の
仕
入
高
に
含
ま
れ
ま
す
。

【
家
事
関
連
費
】

　

店
舗
併
用
住
宅
に
つ
い
て

支
払
っ
た
地
代
家
賃
や
火
災

保
険
料
、
固
定
資
産
税
、
修
繕

費
な
ど
の
う
ち
、
住
宅
部
分

の
費
用
、
ま
た
水
道
光
熱
費
、

通
信
費
な
ど
の
う
ち
に
含
ま

れ
て
い
る
家
事
分
の
費
用
は
、

必
要
経
費
に
な
り
ま
せ
ん
の

で
、
事
業
分
と
家
事
分
と
を

按
分
し
て
計
算
し
ま
す
。

 

ポ
イ
ン
ト
③

 

税
制
改
正
に
伴
う
変
更
事
項

【
減
価
償
却
費
】

　

平
成
19
年
度
税
制
改
正
に

よ
り
、
旧
定
額
法
・
旧
定
率

法
に
も
と
づ
い
て
取
得
価
額

の
95
％
相
当
額
ま
で
償
却
し

た
年
の
翌
年
以
後
そ
の
未
償
却

残
高
（
取
得
価
額
の
５
％
相
当

額
）
か
ら
、
１
円
を
控
除
し
た

金
額
を
５
年
間
で
均
等
償
却
し

ま
す
。
こ
の
５
年
間
の
均
等
償

却
は
平
成
20
年
分
か
ら
の
適
用

に
な
り
ま
す
。

「
平
成
21
年
度
か
ら
適
用
さ
れ

る
主
な
改
正
事
項
」

　

平
成
20
年
度
税
制
改
正
に

よ
り
機
械
及
び
装
置
を
中
心

に
資
産
区
分
が
整
理
さ
れ
る

と
と
も
に
、
法
定
耐
用
年
数

を
見
直
し
が
行
わ
れ
ま
す
。

個
人
事
業
者
の
場
合
は
平
成

21
年
取
得
分
か
ら
の
適
用
に

な
り
ま
す
。

確定申告
特集

　

今
年
も
間
も
な
く
確
定
申
告
の
時
期
を
迎
え
ま
す
。
所
得
税
の
確

定
申
告
書
の
提
出
期
限
は
、
２
月
16
日
㈪
か
ら
３
月
16
日
㈪
で
す
。

早
め
に
決
算
・
申
告
の
準
備
を
し
て
期
限
内
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
申
告
が
期
限
内
に
行
わ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
後
で
不
足

す
る
税
金
の
納
付
や
加
算
税
・
延
滞
税
が
か
か
る
こ
と
が
あ
り
ま
す

の
で
注
意
が
必
要
で
す
。

決
算
の
準
備
と
主
な
決
算
整
理
事
項
の
ポ
イ
ン
ト

６
面
に
相
談
会
の
内
容
を
掲
載

「交際費課税の課否判定」
内容：問題となりそうな事例を場面別に集め、判断す
る上でのポイントなどを掲載。疑問や判断に迷ったと
きの参考にお使いください。
① 交際費課税とは（概要）② 交際費課税課否判定表
（一般的・飲食関連・ゴルフ・レジャークラブ・社交団体関連・贈答関連・
　慶弔・旅行・パーティ・手数料・協賛金・販売奨励金・その他）

「雇用継続・退職時の会社実務」
内容：経営者・担当者の方々のための、定年前後の人
達への雇用対応や申請について、Ｑ＆Ａ形式で掲載さ
れています（社会保険・税務の諸制度について）
① 高年齢者雇用確保措置と各プラン
② 定年・再雇用ケースの各バリエーション
③ 定年・リタイアケース
④ 定年・リタイアケースの年金受取
⑤ 税・社会保険の電子申告・申請等

※数に限りがございますのでお早めに
申込み・問合せ　習志野商工会議所中小企業支援室　℡ :（４５２）６７００

「修正申告」を提出
※なるべく早く提出して正
　しい税額に修正します

「更正の請求」を提出
※正しい税額に訂正します
※期間は法定申告期限から
　1年以内

気がついたらできるだけ早
く申告､ 納税するようにし
てください
この場合は「期限後申告」
となります

新たに納めることになった
税額は、修正申告書を提出
する日（納期限）までに納
付してください

提出後、税務署でその請求
内容が正当と認められたと
きは、納め過ぎの税金が還
付されます

※確定申告を忘れていた時
※税務調査を受けた後
※税務署から申告しないた
めに所得金額の決定を
受けた後の期限後申告

延滞税　
※期限後申告や修正申告をしたときは、納期限の翌日から2ヵ月を経過する日までは、年「7.3%」
と「前年の11月 30日の公定歩合＋4%」のいずれか低い割合（年単位で適用）で、それ以後
は「年14.6%」の割合で計算します
無申告加算税
※自主的に期限後申告をしたときには、無申告加算税は納付税額の5％に軽減されます
※税務署の調査を受けた後で期限後申告をしたり税務署から申告しないために所得金額の決定を
受けたりすると、納税額の15%の無申告加算税、または、40%の重加算税がかかります
過少申告加算税
※税務署の調査を受けた後に修正をしたり更正を受けたりする修正申告には、新たに納付する税
額のほかに納付税額の10（15）％の過少申告加算税又は、35％の重加算税がかかります

確定申告提出期限　平成21年3月16日確定申告後の注意点

確定申告を忘れていた 税額を少なく申告していた 税額を多く申告していた
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私
は
常
々
「
と
き
ど
き
不
況

は
あ
っ
た
ほ
う
が
い
い
」
と
言
っ

て
い
る
。
懸
命
に
努
力
さ
れ
て

い
る
経
営
者
に
は
し
か
ら
れ
る

か
も
し
れ
な
い
が
、
不
況
は
バ

ブ
ル
経
営
者
を
ふ
る
い
に
か
け

る
絶
好
の
機
会
だ
か
ら
で
あ
る
。

規
模
の
大
小
に
か
か
わ
ら
ず
、

企
業
が
社
会
の
公
器
で
あ
る
以

上
、
社
会
に
貢
献
で
き
な
い
企

業
や
、
社
会
に
迷
惑
を
か
け
る

企
業
に
は
退
場
し
て
も
ら
う
し

か
な
い
。
こ
の
淘
汰
（
と
う
た
）

を
通
じ
て
偽
装
や
談
合
な
ど
の
不

祥
事
を
撲
滅
し
、
健
全
な
企
業

社
会
を
つ
く
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

米
国
発
の
金
融
災
害
に
巻
き

込
ま
れ
、
わ
が
国
の
企
業
倒
産

が
急
増
し
て
い
る
。
八
起
会
の

相
談
件
数
も
急
増
中
だ
が
、
ど

う
も
経
営
以
前
の
問
題
が
少
な

く
な
い
。
こ
の
と
こ
ろ
「
百
年

に
一
度
の
危
機
だ
と
い
う
の
に

幹
部
が
動
か
な
い
、
社
員
が
働

か
な
い
」「
取
引
先
が
現
金
で
な

け
れ
ば
取
引
し
な
い
と
言
い
だ

し
た
」
な
ど
の
相
談
が
少
な
く

な
い
が
、
よ
く
よ
く
話
を
聞
け

ば
、
大
方
が
経
営
者
の
言
行
不

一
致
に
原
因
が
あ
る
。
約
束
通

り
に
ボ
ー
ナ
ス
を
出
さ
な
か
っ

た
ら
、
ど
ん
な
社
員
だ
っ
て
怒

る
。
支
払
期
日
を
守
ら
な
か
っ

た
ら
、
ど
こ
の
取
引
先
だ
っ
て

腹
を
立
て
る
。
当
た
り
前
の
こ

と
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
言
行
不
一
致
型
の

経
営
者
は
、
そ
の
当
た
り
前
の

こ
と
が
わ
か
っ
て
い
な
い
。
だ

か
ら
「
10
％
減
ぐ
ら
い
我
慢
し

て
く
れ
た
っ
て
い
い
じ
ゃ
な
い

か
」「
１
カ
月
ぐ
ら
い
待
っ
て
く

れ
た
っ
て
い
い
じ
ゃ
な
い
か
」

と
認
識
が
甘
く
な
り
、
信
用
を

失
っ
て
い
く
。
そ
う
い
う
経
営

者
に
対
し
て
は
、
次
の
よ
う
に

ア
ド
バ
イ
ス
す
る
し
か
な
い
。

「
お
そ
ら
く
、
完
全
に
言
行
の
一

致
す
る
人
間
な
ど
一
人
も
い
な

い
で
し
ょ
う
。
そ
の
点
で
は
、

一
人
の
人
間
と
し
て
み
れ
ば
社

長
も
社
員
も
、
役
人
も
政
治
家

も
似
た
り
寄
っ
た
り
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
し
か
し
、
ト
ッ
プ
や

リ
ー
ダ
ー
と
呼
ば
れ
る
人
た
ち

に
限
っ
て
は
、
言
行
の
不
一
致

が
命
取
り
に
な
り
ま
す
。
そ
れ

は
彼
ら
の
言
が
多
く
の
人
た
ち

を
左
右
し
て
い
る
か
ら
で
す
。

い
っ
た
ん
そ
こ
に
不
信
が
生
ず

れ
ば
、
誰
も
そ
の
言
に
従
い
ま

せ
ん
。
経
営
者
な
ら
た
ち
ま
ち

倒
産
で
す
」

　

言
行
不
一
致
の
経
営
者
は
危

な
い
。

八
起
会　

会
長　

野
口　

誠
一

高年齢者雇用確保措置の概要
　少子高齢化の急速な進展の中で、高い就労意欲を有する高年齢者が
長年培った知識と経験を活かし、社会の支え手として意欲と能力のあ
る限り活躍し続ける社会が求められています。
　このため、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（高年齢者雇用
安定法）第９条により、65歳未満の定年の定めをしている事業主は、
高年齢者の 65歳（注）までの安定した雇用を確保するため、次の①か
ら③のいずれかの措置（高年齢者雇用確保措置）を講じなければなり
ません。
①定年の引上げ　②継続雇用制度の導入　③定年の定めの廃止
　なお、②の継続雇用制度については、原則は希望者全員を対象とす
る制度の導入が求められますが、各企業の実情に応じ労使の工夫によ
る柔軟な対応が取れるよう、事業主が、労使協定により、継続雇用制
度の対象となる高年齢者に係る基準を定め、当該基準に基づく制度を
導入したときは、②の措置を講じたものとみなされます。
泫この年齢は、次のように段階的に引き上げられています。
　～平成 22年３月 31日まで：63歳　
　　平成 22年４月１日～平成 25年３月 31日まで：64歳
　　平成 25年４月１日以降　　　　　　　　　　　：65歳
※高年齢者雇用確保措置の詳細は、厚生労働省のホームページ
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/index.html
または、最寄りのハローワークの雇用指導部門にお問い合わせください。
（千葉県内のハローワーク
　http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/syozaiti/anteisyo/）
※高年齢者雇用確保措置を実施した場合に利用できる助成金（別途条
件があります）については、厚生労働省のホームページ
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/kounenrei-koyou/01.html#1
　または、支給申請窓口の㈳千葉県雇用開発協会高齢部
（電話 043（225）7931）にお問い合わせください。
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① 基準期間（平成 18 年分）の課税売上高が 1,000 万円を超える事業者
②「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者となっている事業者

  

提
出
書
類

簡易課税
確定申告書（簡易課税用）
・控除対象仕入税額の計算表【付表５】
◎旧税率（３％）が適用された取引がある場合は、付表５に替え
　て付表４と付表 5－⑵を提出する必要があります

一般課税
確定申告書 ( 一般用 )
・課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表【付表２】
◎旧税率（３％）が適用された取引がある場合は、付表 2に替
　えて付表 1と 2－⑵を提出する必要があります
★還付申告の方は、仕入控除税額に関する明細書（個人事業者用）
　を添付します

※申告・納付の注意点
消費税及び地方消費税の納税が遅れた場合、確定申告・中間申告のいず
れにも、法定納期限 ( 申告書の提出期限 ) の翌日から納付日までの延滞
税が加算されることになります。
期限後の翌日から 2ヵ月を経過する日まで
「年 7.3%」と「前年の 11 月 30 日の公定歩合＋ 4%」のいずれか低い割合
納期限の翌日から 2ヵ月を経過した日以後
「年 14.6%」　　　　　　　　　　        
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（１）前事業年度に納付した法人税のが戻ってきます！（平成 4年以来の復活）
　　　欠損金の繰戻し還付（前事業年度に納付した法人税の還付）が、中

小法人（資本金１億円以下の法人）に認められます。（恒久措置）
（２）法人税率の軽減（平成 11 年以来の引下げ）
　　　中小法人（資本金１億円以下の法人）の所得のうち年 800 万円以下

の部分にかかる法人税の軽減税率が
　　　　　　　　現行 22％→ 18％に下がります。（２年間）

（３）事業を安心して承継できる税制が実現
　　　事業の後継者が相続する非上場株式（持分含む）についての相続税

の 80％納税猶予制度が創設されます。
（４）非上場株式（持分を含む）を事業の後継者に一括贈与した場合の贈

与税の 100％納税猶予制度も創設されます。
※税制改正の詳細は日本商工会議所HPをご覧ください。
　http://www.jcci.or.jp/zeisei/index.html

平成 21 年度中小法人企業向け
税制改正のポイント　

平成 20年分の消費税及び
地方消費税の申告・納付期限
平成 21年３月 31 日㈫
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平成２１年２月１０日発行

時代の風を切れ、習志野商工会議所！事起こし、地域の未来づくりにチャレンジ！！

あの店 この工場会員紹介
No.233

住所：習志野市津田沼３-９-８京成ツダヌマビル１階
TEL・FAX：０４７（４９３）３７６９
代表者名：内山澄子
営業時間：１１：３０～１６: ００
定休日：水・土・日・祝日
【概要】心に病をお持ちの方が抱く、何かをやってみたい、
自分の可能性を伸ばしたい、働きたい、といった思いを実
現させるための、精神保健福祉法に規定される通所授産施
設。新メニューの考案や販路の開拓等、新しい事業展開の
可能性を模索しながら、仲間同士で話し合い、協力しあって活動をしています。
【特色】同店では注文が入ってから豆を挽いて、一杯ずつ丁寧に入れるというコー

ヒーがなによりも自慢です。
　また、紅茶とクッキーも新メニューに加わり、火曜日
と金曜日には 30食限定の日替わりランチも始めました。
　ランチは、日替わり弁当として販売しているほか、店内
でも召し上がることもできるため、サークル等のグループ
活動の集まりの際に、あわせて利用をする方が多いそうです。
　お客様がのんびりくつろいでいただけるような店作
りを心がけているという同店。
　ティータイムやランチにぜひご利用ください。

喫茶　かりん

　習志野商工会議所では、平成 20 年度分決算書及び確定申告書の
作成に向けた無料相談会を下記の日程で開催します。
【日　程】* 対象者は事業者に限らせていただきます。

相談日 場　所 時　間
① 2月 17日㈫ ⑤ 3月 4日㈬
② 2月 20日㈮ ⑥ 3月 5日㈭
③ 2月 25日㈬ ⑦ 3月 10日㈫
④ 3月 2日㈪ ⑧３月 13日㈮

習志野商工会議所会館
（習志野市津田沼4-11-4）

午前 10時～午後 4時
（昼休 12時～ 1時）

【携行品】・平成 20年分決算書・確定申告用紙 /前年分決算書
　　　　・確定申告控
　　　　・関係帳簿類（現金出納帳・経費帳・売掛帳・買掛帳など）
　　　　・各種控除証明書
　　　　　（国民年金・健康保険・生命保険・地震保険・小規模企業共済）
　　　　・印鑑
【相談員】千葉西税理士会所属　税理士　【相談料】無料
【問合せ】中小企業支援室　TEL：047（452）6700

 決算確定申告相談会のご案内

日　時＝平成 21年２月 28日㈯　14時 ～ 17時
場　所＝習志野商工会議所会館３階　チケット＝1,200円（前売り券のみ）
主　催＝習志野商工会議所女性会
＊お楽しみ抽選会もあります。たくさんの賞品をご用意してお待ちしています。
申込み・問合せ＝習志野商工会議所 女性会事務局
　　　　　　　　担当　原田　TEL：（452）6700 まで

  次世代ロボットセミナーの開催
日　時＝平成 21年 2月 26日㈭　午後 5時～ 6時 30分
会　場＝千葉工業大学 新１号棟 2階会議室 2（習志野市津田沼 2－ 17 ‒ 1）
講　師＝ 2/26　林原　靖男 先生（主な研究テーマ／リハビリロボット）
参加料＝無料
【問合せ先】習志野商工会議所　中小企業支援室 TEL：（452）6700
　習志野発 ロボット関連事業 情報発信中！
　http://blog.livedoor.jp/narashino_robot/

※料金やサービス内容等、詳細については 喫茶かりん に直接お問合せください。

京成津田沼駅

京成電鉄

新京成電鉄

★

喫茶 かりん

　急激な資源価格の高騰や景気変動などの経済上の理由による企業収益の悪化か
ら、生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業主がその雇用する
労働者を一時的に休業、教育訓練又出向をさせた場合に休業、教育訓練または出向
に係る手当て若しくは賃金等の一部を助成します。
１．対象となる事業主の方
　①最近 3ヶ月の生産量がその直前 3ヶ月又は前年同期比で減少していること。
　②前期決算等の経常利益が赤字であること
　　〔生産量が 5％以上減少している場合は不用〕
２．助成率
　①休業手当又は賃金に相当する額として厚生労働大臣が定める方法により算出した額
　　の５分の４但し、一人一日当り雇用保険基本手当日額の最高額が限度となります。
　②教育訓練を実施した際は教育訓練費として１人１日6,000円を①に上乗せします。
　③出向の場合は出向元事業主の負担額（概ね２分の１を上限）の５分の４（上限あり）。
３．その他
　　休業、教育訓練又は出向の実地について、原則事前に都道府県労働局又はハロー
　ワーク（公共職業安定所）に届け出る必要があります。
４．問合せ先　千葉労働局 職業対策課 事業所給付係　TEL：043（202）5182

「雇用維持にがんばる事業主セミナー」
　　　　　（中小企業緊急雇用安定助成金説明会）開催
　習志野商工会議所では上記の中小企業緊急雇用安定助成金制度や現在社会問題に
なっている有期雇用契約労働者の雇い止めの問題等、厳しい経済情勢の中で雇用維
持にご努力されている事業主や人事労務担当者の方々を支援するためのセミナーを
開催いたします。
１．日　時　　2月 17 日（火）　午後 2時～ 3時
２．会　場　　習志野商工会議所　
※詳細については同封のチラシをご覧ください。
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研修会、役員議員・会員交流会参加者募集
　３月 17 日に開催する通常議員総会終了後に、関東経済産業局幹部
をお招きして、資金繰り対策や雇用対策等に関する最新の中小企業
支援策についての研修会を行います。　
　引き続き、会頭・副会頭をはじめとする役員・議員と会員の皆様
の交流会（立食パーティー形式）を開催いたします。地域や経営に
関する情報交換及び親睦を深めていただく事を目的としております。
是非、お誘い合わせのうえご参加下さい。
日　時＝平成 21 年３月 17 日㈫
　　　　研修会：午後５時～５時 45 分（受付：４時 40 分～）
　　　　交流会：午後６時～（受付：５時 40 分～）
会　場＝習志野商工会議所会館　３階大会議室　
研修会＝関東経済産業局幹部が語る
　　　　「中小企業対策の重点～中小・小規模企業を
　　　　　　　　　　　　　　全力をあげて応援します！（仮題）」
研修会参加費＝無料　　交流会参加費＝ 3,000 円　　募集人数＝ 40 名
※会場の広さの関係上、定員になり次第締め切らせて頂きます。
申し込み＝お電話かFAXにてお申込下さい。（申込期限：３月 10 日㈫迄）
習志野商工会議所　経営室　TEL：（452）6700　FAX：（452）6744


